
「トラック運送業における下請・荷主適正取引推進ガイドライン」改正概要 

 「トラック運送業における下請・荷主適正取引推進ガイドライン」を、下記の内容を踏まえ改定する。 
・「トラック運送業における書面化推進ガイドライン」等の内容を反映 
・手待ち時間がトラック事業者の負担となっている商習慣を踏まえ、手待ち時間の改善等について記述 

荷主・元請・下請事業者間における問題意識等
の共有により適正取引の一層の推進が図られる 

・ガイドライン全般において、実施さ
れることが求められる取引慣行、望
ましい取引実例等を拡充 

○商慣習による問題等となる行
為類型例、望ましい取引慣行に
ついて 

・適正取引推進ガイドラインの活用
について追記。 

○書面化推進ガイドライン等を
踏まえた適正な取引を確保等に
ついて 

・消費税の転嫁拒否等の行為を行っ
た場合は公正取引委員会等による
指導・助言、勧告・公表の措置対象
となることを追記 

○消費税転嫁対策特別措置法
について 

・手待ち時間を改善することは、
サプライチェーン全体の最適
化を進める上で、大変重要で
あり、強く求められていること
から、ガイドラインに新たに項
目を建てる。 

・手待ち時間の改善を進める
ことは大きな意義があるため
着荷主等の役割についても追
記。 

○手待ち時間の改善等について 

荷主庭先実態調査報告（日本路線トラック連盟）より 

○到着～荷役開始までの手待ち時間［配達］ 

○到着～荷役開始までの手待ち時間［集荷］ 

○主要産業の配送センターにおける手待ち時間 

配達時に１時間以
上の手待ち時間
があるが 

２４．５% 

集荷時に１時間以
上の手待ち時間
があるが 

７．４% 

トラック運送業における下請・荷主適正取引
ガイドライン 

改正 

反映 

○商習慣による問題等となる行為例 

配送センターでの
１時間以上の手待
ち時間があるが 

４５．２% 

  
到着～荷役開始（手待ち時間） 

0-60分 60-120分 120分以上 － 

主要産業 
合計 

132 50.9% 72 27.8% 45 17.4% 10 3.9% 


